（別紙４）
指定管理料及び納付金に関する規定

1 指定管理料の取扱い
大阪府が共同事業体に支払う指定管理料は､670,926,000円(うち消費税及び地方消費税60,993,272円)とする。その算定は表１のとおりとし、各年度の指定管理料は、表２のとおり大阪府が共同事業体に支払うこととする。

表１　指定管理料算定表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
	項目
	令和８年度
	令和９年度
	令和10年度
	令和11年度
	令和12年度

	総収入(ｱ)
	211,200
	215,460
	219,820
	223,880
	228,540

	
	利用料金収入
	56,500
	57,700
	59,000
	60,000
	61,500

	
	その他収入
	154,700
	157,760
	160,820
	163,880
	167,040

	総支出(ｲ)
	277,762
	280,877
	284,013
	288,599
	293,100

	
	人件費
	123,439
	125,292
	127,171
	129,079
	131,015

	
	光熱水費
	32,200
	32,730
	33,450
	34,270
	34,890

	
	消耗品費
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	宣伝費
	3,000
	3,000
	1,500
	1,500
	1,500

	
	修繕費
	7,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	
	指定管理料
	13,500
	13,703
	13,909
	14,118
	14,330

	
	手数料
	200
	206
	210
	214
	219

	
	公租公課費
	4,899  
	5,888
	6,192
	6,324
	6,529

	
	賃貸料
	1,780 
	1,820
	1,860
	1,890
	1,930

	
	その他
	86,744 
	88,238
	89,721
	91,204
	92,687

	指定管理料(ｲ-ｱ)
	66,562
	65,417
	64,193
	64,719
	64,560











	項目
	令和13年度
	令和14年度
	令和15年度
	令和16年度
	令和17年度

	総収入(ｱ)
	232,900
	232,900
	232,900
	243,850
	243,850

	
	利用料金収入
	62,800
	62,800
	62,800
	66,000
	66,000

	
	その他収入
	170,100
	170,100
	170,100
	177,850
	177,850

	総支出(ｲ)
	299,263
	301,682
	304,131
	312,254
	314,545

	
	人件費
	133,086
	135,083
	137,109
	139,166
	141,254

	
	光熱水費
	35,620
	35,870
	36,120
	37,670
	37,670

	
	消耗品費
	5,500
	5,500
	5,500
	5,500
	5,500

	
	宣伝費
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	
	修繕費
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400

	
	指定管理料
	14,545
	14,764
	14,986
	15,211
	15,440

	
	手数料
	223
	223
	223
	234
	234

	
	公租公課費
	6,549
	6,502
	6,453
	6,935
	6,909

	
	賃貸料
	1,960
	1,960
	1,960
	2,050
	2,050

	
	その他
	94,880
	94,880
	94,880
	98,588
	98,588

	指定管理料(ｲ-ｱ)
	66,363
	68,782
	71,231
	68,404
	70,695


※消費税率10％で算定


表２　 支払計画
	年度
	指定管理料   (うち消費税及び地方消費税)

	令和８年度
	　　　66,562,000円
	(6,051,092円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	16,640,500円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	16,640,500円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	16,640,500円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	16,640,500円
	

	令和９年度
	65,417,000円
	(5,947,000円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	16,354,250円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	16,354,250円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	16,354,250円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	16,354,250円
	

	令和10年度
	64,193,000円
	(5,835,728円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	16,048,250円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	16,048,250円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	16,048,250円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	16,048,250円
	

	令和11年度
	64,719,000円
	(5,883,544円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	16,179,750円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	16,179,750円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	16,179,750円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	16,179,750円
	

	令和12年度
	64,560,000円
	(5,869,092円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	16,140,000円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	16,140,000円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	16,140,000円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	16,140,000円
	

	令和13年度
	　　　　66,363,000円
	(6,033,000円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	16,590,750円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	16,590,750円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	16,590,750円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	16,590,750円
	

	令和14年度
	68,782,000円
	(6,252,908円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	17,195,500円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	17,195,500円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	17,195,500円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	17,195,500円
	

	令和15年度
	71,231,000円
	(6,475,544円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	17,807,750円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	17,807,750円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	17,807,750円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	17,807,750円
	

	令和16年度
	68,404,000円
	(6,218,544円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	17,101,000円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	17,101,000円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	17,101,000円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	17,101,000円
	

	令和17年度
	70,695,000円
	(6,426,820円)

	
	第1期( 4月~ 6月)　　　4月支払
	17,673,750円
	

	
	第2期( 7月~ 9月)　　　7月支払
	17,673,750円
	

	
	第3期(10月~12月)　　10月支払
	17,673,750円
	

	
	第4期( 1月~ 3月)　　　1月支払
	17,673,750円
	




２ 指定管理料の変更
本協定に基づき、大阪府が責任を負う休止以外の理由により自然の家を連続して30日を超えて休所した場合、大阪府は次の計算式により得た金額を指定管理料から減額することができる。
　　自然の家の全部を休止した場合：指定管理料／365×A
注1）指定管理料：2　支払計画の当該年度の指定管理料
注2）A：大阪府立少年自然の家条例施行規則第2条に定められた休所日を除外し、連続して30日を超える日数

３　納付金の取扱い
　　各年度の収支実績において、総収入が総支出（公募時における「施設の効用を最大限発揮するための方策」への提案による投資額を含む）を上回った場合は、その１/２の額を大阪府に納付するものとする。
